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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

   業務用ＨＤデジタルシネマカメラシステム 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

   平成26年３月20日（木） 

 ⑷ 納入場所 

      彩の国ビジュアルプラザ 

 ⑸ 入札方法 

  本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は

持参による入札も認める。  

  なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成24年埼玉県告示第

1086号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者である

こと。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 



 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 井上・原 電話048-830-5780（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情 

   報等の閲覧」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月26日（木）午前10時ま 

   で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月25日（水）午後５時 

    まで 

     なお、書留郵便によること。 

      (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月26日（木）午前10時 

    まで 

⑷ 開札の場所及び日時 

      埼玉県総務部入札課 平成25年12月26日（木）午前10時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ 

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則 

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、 

免除する。 

  イ 契約保証金 



    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた      

額を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する

場合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成25年12月９日（月）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

   財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を平成25年11月20日（水）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301 

   埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ提出すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 



 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。  

５ Summary 

 ⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

     Professional HD Digital Cinema Camera System - One Complete Set 

 ⑵ Place and Date/Time Tendering and Bid Opening Will Be Held: 

Place:      Bidding Services Division, 

                      Department of General Affairs  

          Saitama Prefectural Government 

          Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

          Saitama-ken 330-9301 

                      Japan       

Date/Time:    Thursday, December 26, 2013, 10:00 a.m. 

  ⑶  Mailing Address and Deadline for Submissions (Registered Mail Only): 

Address:      General Affairs・Supplies Procurement Group, 

                      Bidding Services Division 

                      Department of General Affairs 

                      Saitama Prefectural Government 

                      Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

                      Saitama-ken 330-9301 

                      Japan 

By Registered Mail: Must be received by 5:00 p.m., Wednesday December 

                       25, 2013 

In Person: Must be received by 10:00 a.m., Thursday December 26, 2013 
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１ 調達内容 

 ⑴ 購入等件名及び数量 

電子計算組織 一式 

 ⑵ 調達案件の仕様等 

   入札説明書及び仕様書による。 

 ⑶ 納入期限 

平成26年２月14日（金）及び平成26年２月28日（金） 

 ⑷ 納入場所 

      埼玉県立幸手桜高等学校及び埼玉県立児玉白楊高等学校 

 ⑸ 入札方法 

  本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス 

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送又は 

持参による入札も認める。  

  なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当 

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端 

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額 

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税 

事業者であるかを問わず、見積もった契約金額の105分の100に相当する金額を 

入札書に入力し、又は記載すること。 

２ 競争入札参加資格 

 ⑴ 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者

であること。 

 ⑵ 物品の買入れ等に係る入札参加資格に関する告示（平成24年埼玉県告示第

1086号）に基づき、業種区分「物品の販売」のＡ等級に格付けされた者である

こと。 

 ⑶ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停止

措置を受けていない者であること。 

 ⑷ 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

⑸ 納入しようとする物品が仕様書等に示す各要求事項に適合することを認めら

れた者であること（詳細は、入札説明書及び仕様書による。）。 

３ 入札書の提出場所等 



 ⑴ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場

所、入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問合せ先 

   〒330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 埼玉県総務部入

札課総務・物品調達担当 桜田・原 電話048-830-5780（直通） 

 ⑵ 入札説明書及び仕様書の交付方法 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

    埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情 

   報等の閲覧」からダウンロードすること。 

  イ 紙媒体による場合 

    上記⑴の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

 ⑶ 入札書受付期間 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」を使用する場合 

    競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月26日（木）午前10時ま 

   で 

  イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

   (ｱ) 郵送の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月25日（水）午後５時 

    まで 

     なお、書留郵便によること。 

      (ｲ) 持参の場合 

     競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月26日（木）午前10時 

    まで 

⑷ 開札の場所及び日時 

      埼玉県総務部入札課 平成25年12月26日（木）午前10時10分 

４ その他 

 ⑴ 契約手続において使用する言語及び通貨 

   日本語及び日本国通貨 

 ⑵ 入札保証金及び契約保証金 

  ア 入札保証金 

    入札者は、見積もった契約金額に入札保証金の率（100分の５以上）を乗じ 

た額を納付するものとする。ただし、埼玉県財務規則（昭和39年埼玉県規則 

第18号。以下「財務規則」という。）第93条第２項の規定に該当する場合は、 

免除する。 

  イ 契約保証金 



    契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた額 

を納付するものとする。ただし、財務規則第81条第２項の規定に該当する場

合は、免除する。 

 ⑶ 入札者に要求される事項 

   この一般競争入札への参加を希望する者は、入札説明書に示す必要な書類を

次のいずれかの方法で平成25年12月10日（火）午後５時までに提出し、競争入

札参加資格（上記２⑸に定める競争入札参加資格を除く。）の確認を得なけれ

ばならない。また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求めら

れた場合は、それに応じなければならない。 

  ア 「埼玉県電子入札共同システム」により確認申請する。 

  イ 紙媒体の書類を上記３⑴の提出場所に郵送し、又は持参する。 

 ⑷ 入札の無効 

   次に掲げる入札書は、無効とする。 

  ア この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

  イ 入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

  ウ 財務規則第97条又は埼玉県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定め

る規則（平成７年埼玉県規則第106号）第９条の規定に該当する入札書 

 ⑸ 契約書作成の要否 

   要 

 ⑹ 落札者の決定方法 

財務規則第94条の規定に基づいて定められた予定価格の制限の範囲内で最低 

の価格をもって有効な入札を行った者を落札者とする。 

 ⑺ 手続における交渉の有無 

   無 

 ⑻ 競争入札参加資格の付与 

   上記２⑵に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望するものは、埼玉

県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資

格申請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類

を平成25年11月20日（水）までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒330-9301          

埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目15番１号 電話048-830-5775（直通））

へ提出すること。 

 ⑼ 支払条件 

   発注者埼玉県は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を

受注者に支払うものとする。 



 ⑽ その他詳細は、入札説明書及び仕様書による。  

５ Summary 

 ⑴ Name and Quantity of the Products to Be Purchased: 

      Computers and peripheral equipment - One Complete Set 

 ⑵ Place and Date/Time Tendering and Bid Opening Will Be Held: 

Place:         Bidding Services Division, 

Department of General Affairs 

Saitama Prefectural Government 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-9301 

Japan       

Date/Time:     Thursday, December 26, 2013, 10:00 a.m. 

  ⑶  Mailing Address and Deadline for Submissions (Registered Mail Only): 

Address:       General Affairs・Supplies Procurement Group, 

Bidding Services Division 

Department of General Affairs 

Saitama Prefectural Government 

Takasago 3-15-1, Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-9301 

Japan 

       By Registered Mail: Must be received by 5:00 p.m., Wednesday December 

                 25, 2013 

In Person: Must be received by 10:00 a.m., Thursday December 26, 2013 
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埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

広
瀬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
大
字
広
瀬
字
不
二
ノ
腰
百
三
十
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
及
び
代
表
者
の
氏
名 

 
 

 

（
変
更
前
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 
原
島
功 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

代
表
取
締
役 

松
本
南
海
雄 

 
 

 

（
変
更
後
）
株
式
会
社
ベ
ル
ク 

代
表
取
締
役 

原
島
功 

 
 

 
 

 
 

 
 

株
式
会
社
マ
ツ
モ
ト
キ
ヨ
シ 

代
表
取
締
役 

松
本
清
雄 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
三
年
四
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
十
八
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

広
瀬
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー 

 
 

 

埼
玉
県
熊
谷
市
大
字
広
瀬
字
不
二
ノ
腰
百
三
十
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

      

駐
車
場
の
自
動
車
の
出
入
口
の
数
及
び
位
置 

 
 

 

（
変
更
前
）
出
入
口
の
数 

三
か
所 

位
置 
図
面
省
略 

 
 

 

（
変
更
後
）
出
入
口
の
数 

五
か
所 

位
置 

図
面
省
略 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
八
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
北
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
五
十
九
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届

出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り

公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
Ｎ
ｅ
ｗ
新
座
野
火
止
店 

 
 

 

埼
玉
県
新
座
市
野
火
止
六
丁
目
七
百
二
十
番
一
外 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称 

（
変
更
前
）
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
埼
玉
新
座
店 

（
変
更
後
）
テ
ッ
ク
ラ
ン
ド
Ｎ
ｅ
ｗ
新
座
野
火
止
店 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
十
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

 

ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
附
則
第
五
条
第
一
項
（
同
条
第
三

項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
に
よ
る
届
出
の
概
要
等
に
つ
い
て
、
同
法
第
六

条
第
三
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
届
出
等

を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

届
出
の
概
要
等 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

西
武
飯
能
ペ
ペ 

 
 

 

埼
玉
県
飯
能
市
仲
町
十
一
―
二
十
一 

 

 

ロ 

変
更
の
概
要 

 
 

 

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
開
店
時
刻
及
び
閉
店
時
刻 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
七
時
（
た
だ
し
、
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
は
午

前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時
） 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
十
時
か
ら
午
後
九
時
（
た
だ
し
、
株
式
会
社
フ
ァ
ミ
リ
ー
マ
ー
ト
は
午

前
〇
時
か
ら
翌
午
前
〇
時
） 

 
 

 

来
客
が
駐
車
場
を
利
用
す
る
こ
と
が
で
き
る
時
間
帯 

 
 

 

（
変
更
前
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
七
時
三
十
分 

 
 

 

（
変
更
後
）
午
前
九
時
三
十
分
か
ら
午
後
九
時
三
十
分 

 

ハ 

変
更
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
二
月
一
日 

 

ニ 

届
出
年
月
日 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

四 

意
見
書
の
提
出 

 
 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
大
規
模
小
売
店
舗
の
周
辺 

 

の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た
め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
県
に 

 

対
し
、
意
見
書
の
提
出
に
よ
り
、
こ
れ
を
述
べ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
一
号



 

イ 

意
見
書
提
出
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日
か
ら
平
成
二
十
六
年
三
月
十
二
日
ま
で 

 
ロ 

意
見
書
提
出
先 

 
 

 
埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
・
サ
ー
ビ
ス
産
業
支
援
課 



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
五
年
十
月
三
十
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 

一 

名
称 

 
 

 

江
袋
溜
井
土
地
改
良
区 

 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

 

熊
谷
市 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
二
号



告 
 

示 

  
荒
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

殿
屋
敷
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

大
河
原
調
節
池 

 

左
岸 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
四
番
地
先
か
ら
同
市
茜
台
二
丁
目
十
四
番
地
先
ま
で 

 
 

右
岸 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
四
番
地
先
か
ら
同
市
茜
台
二
丁
目
十
四
番
地
先
ま
で 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
書
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
三
号



告 
 

示 

  
荒
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

大
沢
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

大
河
原
調
節
池 

 

 
 

左
岸 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
二
番
一
地
先
か
ら
同
市
茜
台
二
丁
目
十
二
番
二
地
先
ま
で 

 
 

右
岸 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
二
番
一
地
先
か
ら
同
市
茜
台
二
丁
目
十
二
番
二
地
先
ま
で 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
書
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
四
号



告 
 

示 

  
荒
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百
六

十
七
号
）
第
五
十
八
条
の
二
第
一
項
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
飯
能
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

区
域
の
存
す
る
河
川 

 
 

殿
屋
敷
川 

二 

区
域
の
表
示 

 

イ 

区
域
の
長
さ
と
幅 

 

 
 

 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
三
番
二
地
先
と
同
市
茜
台
二
丁
目
十
三
番
三
地
先
の
間
の
殿
屋
敷

川
（
地
下
貯
留
施
設
）
の
中
心
線
か
ら
左
右
岸
七
・
八
メ
ー
ト
ル
か
ら
八
・
八
メ
ー
ト
ル
ま

で
の
間
ま
で
で
ト
ン
ネ
ル
が
存
す
る
区
域
及
び
当
該
ト
ン
ネ
ル
の
関
連
施
設
の
存
す
る
区
域 

 

ロ 

区
域
の
高
さ 

 
 

 

飯
能
市
茜
台
二
丁
目
十
三
番
二
地
先
の
標
高
一
四
〇
・
八
七
五
メ
ー
ト
ル
と
同
市
茜
台
二

丁
目
十
三
番
三
地
先
の
標
高
一
四
二
・
七
四
〇
メ
ー
ト
ル
を
殿
屋
敷
川
（
地
下
貯
留
施
設
）

に
沿
っ
て
結
ん
だ
線
か
ら
〇
・
〇
七
三
メ
ー
ト
ル
か
ら
一
五
・
六
二
二
メ
ー
ト
ル
の
深
さ
ま

で
の
間
で
ト
ン
ネ
ル
が
存
す
る
区
域
及
び
当
該
ト
ン
ネ
ル
の
関
連
施
設
の
存
す
る
深
さ
ま
で

の
区
域 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
五
号



告 
 

示 

  
利
根
川
水
系
に
係
る
指
定
区
間
の
一
級
河
川
に
つ
い
て
、
河
川
法
（
昭
和
三
十
九
年
法
律
第
百

六
十
七
号
）
第
六
条
第
一
項
第
三
号
の
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 

そ
の
関
係
図
面
は
、
埼
玉
県
県
土
整
備
部
水
辺
再
生
課
及
び
埼
玉
県
熊
谷
県
土
整
備
事
務
所
に

備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

河
川
の
名
称 

 
 

星
川 

二 

指
定
に
係
る
河
川
区
域
の
存
す
る
区
間 

 
 

上
之
調
節
池 

 

 
 

左
岸 

熊
谷
市
上
之
字
清
水
尻
千
六
十
四
番
一
地
先
か
ら
同
市
上
之
字
成
田
三
百
四
十
七
番 

三
地
先
ま
で 

三 

指
定
に
係
る
河
川
区
域 

 
 

関
係
図
書
の
茶
色
で
着
色
し
た
部
分
に
該
当
す
る
土
地
の
区
域
の
う
ち
、
河
川
法
第
六
条
第 

 

一
項
第
一
号
及
び
第
二
号
の
区
域
以
外
の
区
域 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
六
号



告 
 

示 

  
鴻
巣
市
か
ら
鴻
巣
都
市
計
画
地
区
計
画
の
変
更
に
係
る
図
書
の
写
し
の
送
付
を
受
け
た
の
で
、

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
一
条
第
二
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第

二
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
当
該
図
書
の
写
し
を
埼
玉
県
都
市
整
備
部
都
市
計
画
課
に
お
い

て
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
七
号



告 
 

示 

  
土
地
区
画
整
理
法
（
昭
和
二
十
九
年
法
律
第
百
十
九
号
）
第
二
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

桶
川
市
上
日
出
谷
南
特
定
土
地
区
画
整
理
組
合
か
ら
理
事
の
氏
名
及
び
住
所
の
届
出
が
あ
っ
た
の

で
、
次
の
と
お
り
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

 
 

退
任
し
た
理
事
の
氏
名
及
び
住
所 

 

岸 
 

 

隆 

夫 
 

 

埼
玉
県
桶
川
市
大
字
上
日
出
谷
千
九
十
番
地 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
八
号



告 
 

示 

  
Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

埼
玉
県
告
示
第
千
五
百
六
十
九
号



１ 購入等件名及び数量 

  大宮公園清掃・警備業務委託 一式 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

  埼玉県大宮公園事務所管理担当 埼玉県さいたま市大宮区高鼻町４丁目 

３ 落札者を決定した日 

  平成25年９月19日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  株式会社昭和綜合サービス 埼玉県さいたま市南区大字太田窪2745番地 

５ 落札金額 

  83,916,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成25年８月９日 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
七
十
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
五
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
七
九
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
〇
九
二
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
月
輪
字
山
口
下
九
百
四
十
番
一
、
九
百
四
十
番
二 
 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

東
京
都
西
東
京
市
芝
久
保
町
四
丁
目
二
十
六
番
三
号 

 
 

株
式
会
社 

東
栄
住
宅 

代
表
取
締
役 

西
野 

弘 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
七
十
一
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
二
十
九
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
〇
三
一
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
〇
九
一
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
菅
田
字
前
谷
百
十
二
―
二
、
百
十
二
―
五 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
福
田
字
中
山
千
八
百
六
十
一
―
二 

 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
菅
田
百
十
二
番
地
一 

 
 

加
藤 

博
文 

 
 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
七
十
二
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
四
月
二
十
二
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
四
〇
一
五
〇
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
七
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
〇
九
四
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
狢
字
釘
無
裏
二
八
〇
番
三
、
二
八
〇
番
四
、
二
八
〇
番
八 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
川
島
町
大
字
上
狢
二
八
〇
番
地
三 

 

 
 

関 

敏
一 

 
 

埼
玉
県
川
越
市
大
字
寺
山
四
五
番
地
一 

ブ
リ
ー
ズ
Ｂ
二
〇
三 

 
 

関 

美
皓 

 
 

 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長
告
示
第
百
七
十
三
号 

 

都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
三
十
六
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
開

発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
の
で
、
公
告
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
建
築
安
全
セ
ン
タ
ー
所
長 

福 

島 

克 

季 

一 

許
可
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
五
月
十
七
日 

 
 

指
令
川
建
セ
第
二
五
〇
〇
〇
二
〇
号 

二 

検
査
済
証
番
号 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
八
日 

 
 

川
建
セ
第
二
五
〇
〇
九
三
号 

三 

開
発
区
域
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
大
字
羽
尾
字
唐
子
四
千
九
百
四
十
八
―
十
三
、
二
十
四 

四 

開
発
許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名 

 
 

埼
玉
県
比
企
郡
滑
川
町
羽
尾
四
千
九
百
四
十
八
―
十
三 

 
 

長
久
保 

安
則 

 
 



 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

告 
 

示 

 
埼
玉
県
病
院
事
業
告
示
第
百
二
号 

 
 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り

一
般
競
争
入
札
に
付
す
る
。 

 
 
 
 

平
成
二
十
五
年
十
一
月
十
二
日 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

埼
玉
県
病
院
事
業
管
理
者 

名 

和 
 

 

肇 



１  調達内容 

(1) 購入等件名及び予定数量 

人工呼吸器 ６セット 

(2) 調達案件の仕様等 

仕様書及び入札説明書による。 

(3) 納入期限 

平成26年２月28日 

 (4) 納入場所 

 埼玉県北足立郡伊奈町大字小室780番地 埼玉県立がんセンター新病院 

(5) 入札方法 

本件入札は、「埼玉県電子入札共同システム」により行う。ただし、同シス

テムの利用者登録をしていない者については、紙媒体による入札書の郵送（書

留郵便に限る）又は持参による入札も認める。 

なお、落札決定に当たっては、入札書に入力され、又は記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端

数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。）をもって落札金額

とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税

事業者であるかを問わず、見積もった金額の105分の100に相当する金額を入札

書に入力し、又は記載すること。 

２  競争入札参加資格 

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない

者であること。 

(2) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る入札参加

停止等の措置要綱（平成21年３月31日付け入審第513号）に基づく入札参加停

止措置を受けていない者であること。 

(3) 本件入札の公告日から落札決定までの期間に、埼玉県の契約に係る暴力団排

除措置要綱（平成21年４月１日付け入審第97号）に基づく入札参加除外措置を

受けていない者であること。 

(4) 物品の買入れ等に係る一般競争入札又は指名競争入札に参加する者に必要な

資格等に関する公示（平成24年埼玉県告示第1086号）に基づき、業種区分「物

品の販売」のＡ等級に格付けされ、かつ営業品目（大分類）「医療機器」に登

録されている者であること。 

(5) 薬事法（昭和35年法律第145号）第39条の規定に基づく、高度管理医療機器

等の販売業の許可を受けていること。 



３  入札書等の提出場所等 

(1) 紙媒体の入札書を郵送し又は持参する場合の提出場所、契約条項を示す場所、

入札説明書及び仕様書の交付場所並びに問い合わせ先 

〒330－0063 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目13番３号  

埼玉県病院局経営管理課 入札担当 柳・三谷  

電話048－830－5973（直通） ファクシミリ048－830－4905 

 (2) 入札機器に係る技術仕様書その他の入札説明書で求める提出資料（提案書）

の提出場所及び仕様に関する問い合わせ先 

  〒 362－ 0806 埼玉県北足立郡伊奈町小室818番地 

  埼玉県立がんセンター 用度担当 山田 

  電話048-722-1111（代表） ファクシミリ048-722-1129 

 (3) 仕様書及び入札説明書の交付方法 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」による場合 

埼玉県ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「発注情

報等の閲覧」からダウンロードすること。 

イ 紙媒体による場合 

上記(1)の交付場所において交付する（事前に電話により連絡すること。）。 

(4) 入札説明会 

なし。 

(5) 入札書の受付期間 

ア 「埼玉県電子入札共同システム」を利用する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月25日（水）午前10時ま

で 

イ 紙媒体の入札書を郵送し、又は持参する場合 

競争入札参加資格の確認を得た日から平成25年12月24日（火）午後５時ま

で（必着） 

なお、郵送により提出する場合は、書留郵便によること。 

(6) 開札の場所及び日時 

埼玉県病院局経営管理課 平成25年12月25日（水）午前10時10分 

開札への立会いは不要とする。 

４ その他 

(1) 契約手続において使用する言語及び通貨 

日本語及び日本国通貨 

(2) 入札保証金及び契約保証金 



ア  入札保証金 

入札者は、見積もった契約希望金額に入札保証金の率（100分の５以上）

を乗じた額を納付するものとする。ただし、埼玉県病院事業財務規程（平成

14年埼玉県病院事業管理規程第４号。以下「財務規程」という。）第134条第

２項の規定に該当する場合は、免除する。 

イ  契約保証金 

契約の相手方は、契約金額に契約保証金の率（100分の10以上）を乗じた

額を納付するものとする。ただし、財務規程第118条第２項の規定に該当す

る場合は、免除する。 

(3) 入札者に要求される事項 

この入札に参加を希望する者は、入札説明書で示す必要な申請書類等を平成

25年12月４日（水）午後５時までにそれぞれ指定する場所に提出し、競争入札

参加資格の確認を受けなければならない。 

また、入札事務の担当者から、提出した書類に関し説明を求められた場合は、

それに応じなければならない。 

(4) 入札の無効 

次に掲げる入札書は、無効とする。 

ア  この公告に示した競争入札参加資格のない者の提出した入札書 

イ  入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書 

ウ  財務規程第139条又は埼玉県病院事業の物品等又は特定役務の調達手続の

特例を定める規程（平成14年病院事業管理規程第９号）第９条の規定に該当

する入札書 

(5) 契約書作成の要否 

要 

(6) 落札者の決定方法 

財務規程第136条に基づいて作成された予定価格の範囲内で最低の価格をも 

って有効な入札を行った入札者を落札者とする。 

(7) 手続における交渉の有無 

無 

 (8) 競争入札参加資格の付与 

   前記２(2)に定める競争入札参加資格のない者で入札を希望する者は、埼玉県

ホームページを開き、「電子入札総合案内」を選択して、「競争入札参加資格申

請受付システム」から登録申請を行い、受付票その他の登録に必要な書類を平

成25年11月20日（水）午後５時までに埼玉県総務部入札審査課審査担当（〒



330-9301 埼玉県さいたま市浦和区高砂３丁目 15番１号 電話048-830-5775

（直通））へ提出すること。 

 

(9) 支払条件 

発注者は、適法な代金請求書を受理した日から30日以内に当該代金を受注者

に支払うものとする。 

(10) その他詳細は、入札説明書による。 

５  Summary 

 (1) Nature and quantity of the products to be purchased: 

Mechanical ventilator 

(2) Time-limit for tender: 

10:00 a.m., December 25, 2013 (bidding by registered mail must be 

received by 5:00 p.m., December 24, 2013) 

(3) Contact Infomation: 

Hospital Management Division,Prefectural Hospitals Bureau,  

Saitama Prefectural Government,takasago 3-13-3,Urawa-ku, Saitama-shi, 

Saitama-ken 330-0063 Japan,Telephone: 048-830-5973 
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１   購入等件名及び数量  

  灯油 JIS １号 459,600リットル 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

 (1)埼玉県立循環器・呼吸器病センター事務局管財担当 

  埼玉県熊谷市板井 1696 番地 

 (2)埼玉県立がんセンター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地 

 (3)埼玉県立小児医療センター事務局管財担当 

  埼玉県さいたま市岩槻区馬込 2100 番地 

 (4)埼玉県立精神医療センター事務局管財担当 

  埼玉県北足立郡伊奈町小室 818 番地２ 

３ 落札者を決定した日 

  平成 25 年 9 月 19 日 

４ 落札者の氏名及び住所 

  佐藤興産株式会社  

埼玉県さいたま市大宮区吉敷町２丁目 44 番地 

５ 落札金額 

  39,233,754 円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

   平成 25 年８月 20 日 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

 

１ 選挙の種類  平成２５年５月１９日執行  埼玉県議会議員補欠選挙（南第８区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

                                              １０，２１０，０００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名 荒木　裕介 所属党派 4月20日から

出納責任者氏名 5月31日まで

収入 支出

主たる寄附

古川孝一 自営 20,000 円 人件費 334,000 円

埼玉県接骨師政治連盟 20,000 円 家屋費 111,617 円

池田　政吉 会社役員 20,000 円 選挙事務所費 111,617 円

上野　千江子 無職 30,000 円 集合会場費 0 円

時岡　良子 無職 46,000 円 通信費 14,723 円

山口　郁代 団体職員 50,000 円 交通費 0 円

岸　　紀之 団体職員 30,000 円 印刷費 803,250 円

竹井　康悦 会社役員 20,000 円 広告費 506,300 円

真取　正典 幼稚園経営 20,000 円 文具費 28,219 円

谷口　時男 会社役員 20,000 円 食糧費 148,192 円

谷口　健太郎 会社役員 30,000 円 休泊費 0 円

中村　勝美 無職 20,000 円 雑費 92,279 円

三角　幹夫 会社役員 60,000 円

鹿　　勇一郎 会社役員 20,000 円

内木　滋郎 会社役員 20,000 円

大沼　孝志 会社役員 30,000 円

江黒　友彦 会社役員 20,000 円

大原　佑喜 会社員 50,000 円

松下　豪男 無職 20,000 円

杉本　仲雄 会社員 20,000 円

見城　健司 会社員 20,000 円

島﨑　さち子 無職 20,000 円

井原　登史子 無職 20,000 円

真取　螢宝 無職 36,000 円

黒沢　ひで子 無職 36,000 円

牧村　啓子 無職 36,000 円

その他の寄附 40件 335,000 円

その他の収入 247,180 円

今回計 1,316,180 円 今回計 2,038,580 円

総計 1,316,180 円 総計 2,038,580 円

722,400 円

722,400 円

報告書受理年月日

計

第１回報告分平成25年6月6日

項　　目

 ポスターの作成

金　　額

支出のうち公費負担相当額

期間

自由民主党

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

荒木　南海子
第１回分 



候補者氏名 小高　真由美 所属党派 4月23日から

出納責任者氏名 5月18日まで

収入 支出

主たる寄附

山本　政道 弁護士 200,000 円 人件費 0 円

小高まゆみと歩む会 500,000 円 家屋費 581,575 円

矢澤　江美子 八潮市議 20,000 円 選挙事務所費 581,575 円

新井　治 無職 30,000 円 集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 2,050 円

印刷費 530,000 円

広告費 104,580 円

文具費 1,418 円

食糧費 53,037 円

休泊費 0 円

雑費 31,753 円

その他の寄附 10件 69,000 円

今回計 819,000 円 今回計 1,304,413 円

総計 819,000 円 総計 1,304,413 円

530,000

530,000 円

無所属・無党派

報告書受理年月日

(職業) (寄附額)（氏名・団体名）

ポスターの作成

項　　目

支出のうち公費負担相当額

長内　経男

平成25年6月3日 第１回報告分

計

金　　額

期間 第１回分 
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公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第１区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２５，５３８，０００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月1日から

出納責任者氏名 12月16日まで

収入 支出

主たる寄附

1,448,291 円 人件費 600,000 円

山田　美代子 120,000 円 家屋費 60,000 円

射田　英雄 120,000 円   選挙事務所費 60,000 円

大石　一之 120,000 円   集合会場費 0 円

鳥羽　恵 120,000 円 通信費 24,000 円

篠塚　政昭 120,000 円 交通費 0 円

印刷費 1,089,200 円

広告費 228,605 円

文具費 6,000 円

食糧費 38,400 円

休泊費 0 円

雑費 2,086 円

今回計 2,048,291 円 今回計 2,048,291 円

総計 2,048,291 円 総計 2,048,291 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

日本共産党さいたま地区委員会

無職

団体職員

期間

日本共産党青柳　伸二

田中　衛

無職

農業

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

無職

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月16日から

出納責任者氏名 12月18日まで

収入 支出

主たる寄附

148,000 円 人件費 1,205,000 円

家屋費 228,000 円

  選挙事務所費 228,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 572,250 円

広告費 518,500 円

文具費 9,839 円

食糧費 111,727 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の寄附 1件 24,000 円

その他の収入 2,473,316 円

今回計 2,645,316 円 今回計 2,645,316 円

総計 2,645,316 円 総計 2,645,316 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

社会民主党埼玉県連合

期間

社会民主党川上　康正

川村　訓史

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月16日から

出納責任者氏名 12月19日まで

収入 支出

主たる寄附

1,950,000 円 人件費 90,000 円

5,000,000 円 家屋費 1,947,420 円

  選挙事務所費 1,932,920 円

  集合会場費 14,500 円

通信費 1,254,000 円

交通費 72,040 円

印刷費 1,687,792 円

広告費 671,964 円

文具費 21,501 円

食糧費 344,579 円

休泊費 0 円

雑費 490,020 円

その他の寄附 1件 10,000 円

今回計 6,960,000 円 今回計 6,579,316 円

総計 6,960,000 円 総計 6,579,316 円

262,500 円

455,000 円

970,292 円

160,164 円

201,000 円

0 円

2,048,956 円計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

民主党埼玉県第１区総支部

期間

民主党武正　公一

中島　道宏

民主党

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月20日から

出納責任者氏名 2月4日まで

収入 支出

主たる寄附

1,288,511 円 人件費 932,050 円

家屋費 2,117,250 円

  選挙事務所費 2,115,750 円

  集合会場費 1,500 円

通信費 190,297 円

交通費 0 円

印刷費 25,200 円

広告費 148,011 円

文具費 0 円

食糧費 7,000 円

休泊費 0 円

雑費 248,418 円

今回計 1,288,511 円 今回計 3,668,226 円

前回計 6,960,000 円 前回計 6,579,316 円

総計 8,248,511 円 総計 10,247,542 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

民主党武正　公一

中島　道宏

民主党埼玉県第１区総支部

報告書受理年月日

金　　額

平成25年2月8日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月16日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

2,500,000 円 人件費 643,970 円

久保　葉人 120,000 円 家屋費 61,600 円

  選挙事務所費 61,600 円

  集合会場費 0 円

通信費 224,510 円

交通費 14,160 円

印刷費 2,236,657 円

広告費 1,568,551 円

文具費 12,894 円

食糧費 88,492 円

休泊費 0 円

雑費 58,894 円

今回計 2,620,000 円 今回計 4,909,728 円

総計 2,620,000 円 総計 4,909,728 円

262,500 円

462,700 円

1,128,002 円

160,164 円

202,192 円

193,105 円

2,408,663 円

アルバイト

みんなの党埼玉県第１区支部

期間

みんなの党日色　隆善

日色　麗

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

10月31日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

8,000,000 円 人件費 359,500 円

家屋費 467,835 円

  選挙事務所費 442,710 円

  集合会場費 25,125 円

通信費 16,031 円

交通費 1,177,398 円

印刷費 1,851,700 円

広告費 1,323,468 円

文具費 399,612 円

食糧費 547,392 円

休泊費 145,000 円

雑費 373,415 円

今回計 8,000,000 円 今回計 6,661,351 円

総計 8,000,000 円 総計 6,661,351 円

262,500 円

462,700 円

1,126,500 円

160,164 円

202,192 円

193,105 円

2,407,161 円

自由民主党埼玉県第一選挙区支部

期間

自由民主党村井　英樹

近藤　茂樹

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月26日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

1月7日から

出納責任者氏名 1月25日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 1,076,250 円

  選挙事務所費 1,076,250 円

  集合会場費 0 円

通信費 223,233 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 276,000 円

雑費 0 円

今回計 0 円 今回計 1,575,483 円

前回計 8,000,000 円 前回計 6,661,351 円

総計 8,000,000 円 総計 8,236,834 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年2月13日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

期間

自由民主党村井　英樹

近藤　茂樹
第２回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第２区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２５，９９０，４００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月17日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

民主党 5,000,000 円 人件費 960,000 円

4,500,000 円 家屋費 356,602 円

染谷　修 100,000 円   選挙事務所費 126,852 円

須田　清 100,000 円   集合会場費 229,750 円

髙野　晧司 100,000 円 通信費 2,417,840 円

飯塚　曜子 200,000 円 交通費 0 円

関口　武弘 100,000 円 印刷費 2,925,335 円

広告費 2,174,349 円

文具費 152,709 円

食糧費 448,191 円

休泊費 204,350 円

雑費 1,753,091 円

その他の寄附 22件 210,000 円

その他の収入 84,503 円

今回計 10,394,503 円 今回計 11,392,467 円

総計 10,394,503 円 総計 11,392,467 円

192,500 円

294,000 円

220,500 円

160,164 円

100,800 円

30,000 円

997,964 円

会社役員

会社役員

期間

民主党石田　勝之

石田　昭

会社役員

民主党埼玉県第２区総支部

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月27日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

会社役員

会社役員

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月28日から

出納責任者氏名 1月15日まで

収入 支出

主たる寄附

800,000 円 人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 326,698 円

交通費 324,770 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 74,974 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 119,800 円

その他の収入 46,242 円

今回計 846,242 円 今回計 846,242 円

前回計 10,394,503 円 前回計 11,392,467 円

総計 11,240,745 円 総計 12,238,709 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

民主党石田　勝之

石田　昭

民主党埼玉県第２区総支部

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月23日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月21日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

8,799,526 円 人件費 0 円

大渕　昇 50,000 円 家屋費 4,340,506 円

内田　俊寿 50,000 円   選挙事務所費 4,199,721 円

遠藤　秀徳 50,000 円   集合会場費 140,785 円

永井　輝夫 30,000 円 通信費 2,934,340 円

山田　正典 30,000 円 交通費 0 円

印刷費 2,582,000 円

広告費 2,382,015 円

文具費 268,338 円

食糧費 248,524 円

休泊費 0 円

雑費 341,250 円

その他の寄附 161件 1,605,000 円

その他の収入 92,055 円

今回計 10,706,581 円 今回計 13,096,973 円

総計 10,706,581 円 総計 13,096,973 円

262,500 円

462,700 円

1,125,192 円

150,000 円

200,000 円

190,000 円

2,390,392 円

自由民主党埼玉県第２選挙区支部

会社役員

自営

期間

自由民主党新藤　義孝

副島　勝則

会社役員

会社役員

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

自営

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月13日から

出納責任者氏名 12月20日まで

収入 支出

主たる寄附

奥田　敏治 30,000 円 人件費 0 円

須田　幾世志 192,000 円 家屋費 132,000 円

  選挙事務所費 132,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 68,000 円

交通費 0 円

印刷費 1,047,800 円

広告費 377,888 円

文具費 4,872 円

食糧費 5,800 円

休泊費 0 円

雑費 16,673 円

その他の寄附 16件 130,000 円

その他の収入 73,733 円

今回計 425,733 円 今回計 1,653,033 円

総計 425,733 円 総計 1,653,033 円

161,000 円

459,200 円

417,600 円

114,000 円

80,000 円

0 円

1,231,800 円

政党役員

期間

日本共産党彦野　智子

金子　秀

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月27日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

無職

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月21日から

出納責任者氏名 12月20日まで

収入 支出

主たる寄附

名倉　孝作 100,000 円 人件費 1,585,000 円

高橋　弘義 30,000 円 家屋費 244,533 円

榊原　秀明 300,000 円   選挙事務所費 244,533 円

久保木　満江 100,000 円   集合会場費 0 円

加藤　英行 30,000 円 通信費 26,460 円

田中　芳夫 50,000 円 交通費 0 円

林　雅樹 50,000 円 印刷費 1,714,900 円

関　長左衛門 30,000 円 広告費 270,200 円

高田　幸夫 100,000 円 文具費 32,047 円

野本　孝 100,000 円 食糧費 265,452 円

千葉　正吾 100,000 円 休泊費 176,400 円

荒井　真道 30,000 円 雑費 114,890 円

松本　章 30,000 円

松本　静作 50,000 円

川中子　英治 30,000 円

山口　正純 1,000,000 円

石垣　征夫 30,000 円

小野　栄二郎 30,000 円

市川　清 30,000 円

松山　茂則 30,000 円

松坂　英之 30,000 円

宮本　澄雄 50,000 円

秋山　正策 50,000 円

山田　竜宏 120,000 円

古沢　勝雄 120,000 円

廣村　拓也 120,000 円

その他の寄附 41件 435,000 円

今回計 3,175,000 円 今回計 4,429,882 円

総計 3,175,000 円 総計 4,429,882 円

262,500 円

395,500 円

1,056,900 円

105,000 円

50,000 円

90,000 円

1,959,900 円

会社役員

会社員

会社役員

期間

みんなの党松本　佳和

松本　静作

会社役員

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月20日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

不動産貸付業

会社員

会社役員

不動産貸付業

会社役員

会社役員

会社役員

住職

無職

社会福祉法人理事長

会社役員

住職

測量士

会社役員

無職

自営業

自営業

宮司

会社員

農業

会社員

会社員

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月21日から

出納責任者氏名 12月21日まで

収入 支出

人件費 430,000 円

家屋費 63,000 円

  選挙事務所費 63,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 0 円 今回計 493,000 円

前回計 3,175,000 円 前回計 4,429,882 円

総計 3,175,000 円 総計 4,922,882 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月27日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

期間

みんなの党松本　佳和

松本　静作
第２回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第３区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２６，０１０，９００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月16日から

出納責任者氏名 12月29日まで

収入 支出

主たる寄附

5,339,452 円 人件費 100,000 円

浅古高志 36,000 円 家屋費 241,452 円

田中万治子 100,000 円   選挙事務所費 225,452 円

  集合会場費 16,000 円

通信費 0 円

交通費 1,050 円

印刷費 1,859,592 円

広告費 478,990 円

文具費 148,644 円

食糧費 311,552 円

休泊費 0 円

雑費 2,193,192 円

その他の収入 326,099 円

今回計 5,801,551 円 今回計 5,334,472 円

総計 5,801,551 円 総計 5,334,472 円

262,500 円

462,700 円

1,134,392 円

99,750 円

145,920 円

193,105 円

2,298,367 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

会社員

期間

自由民主党黄川田　仁志

石井　あゆ子

無職

自由民主党埼玉県第三選挙区支部

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月30日から

出納責任者氏名 1月10日まで

収入 支出

主たる寄附

奥澤　裕之 150,000 円 人件費 930,000 円

栗原　宏文 150,000 円 家屋費 0 円

城石　和彦 150,000 円   選挙事務所費 0 円

茂木　満 120,000 円   集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 26,880 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 80,199 円

今回計 570,000 円 今回計 1,037,079 円

前回計 5,801,551 円 前回計 5,334,472 円

総計 6,371,551 円 総計 6,371,551 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

会社員

会社員

期間

自由民主党黄川田　仁志

石井　あゆ子

自営業

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月17日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

自営業

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月17日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

642,131 円 人件費 円

100,000 円 家屋費 100,000 円

  選挙事務所費 100,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 18,000 円

交通費 0 円

印刷費 602,805 円

広告費 15,000 円

文具費 0 円

食糧費 4,204 円

休泊費 0 円

雑費 2,122 円

今回計 742,131 円 今回計 742,131 円

総計 742,131 円 総計 742,131 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

日本共産党草加市委員会

日本共産党埼玉東部南地区委員会

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本共産党広瀬　伸一

宮川　雅之
第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月17日から

出納責任者氏名 12月23日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 1,380,740 円

2,000,000 円 家屋費 1,967,946 円

  選挙事務所費 1,957,946 円

  集合会場費 10,000 円

通信費 77,675 円

交通費 273,189 円

印刷費 2,865,975 円

広告費 373,800 円

文具費 96,535 円

食糧費 251,704 円

休泊費 85,000 円

雑費 1,113,594 円

その他の寄附 1件 10,000 円

今回計 7,010,000 円 今回計 8,486,158 円

総計 7,010,000 円 総計 8,486,158 円

262,500 円

462,700 円

1,134,392 円

132,300 円

50,548 円

117,250 円

2,159,690 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

民主党細川　律夫

石原　憲治

民主党

民主党埼玉県第３区総支部

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

1月7日から

出納責任者氏名 1月8日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 419,354 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 8,538 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 0 円 今回計 427,892 円

前回計 7,010,000 円 前回計 8,486,158 円

総計 7,010,000 円 総計 8,914,050 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

民主党細川　律夫

石原　憲治

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月17日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月26日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

282,750 円 人件費 135,000 円

家屋費 282,750 円

  選挙事務所費 282,750 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 1,712,130 円

広告費 285,000 円

文具費 0 円

食糧費 17,412 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の収入 152,412 円

今回計 435,162 円 今回計 2,432,292 円

総計 435,162 円 総計 2,432,292 円

262,500 円

316,050 円

1,133,580 円

50,000 円

200,000 円

35,000 円

1,997,130 円

期間

みんなの党宮瀬　英治

白鳥　陽太郎

みんなの党埼玉県第３区支部

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月20日から

出納責任者氏名 12月18日まで

収入 支出

主たる寄附

高野　章治 50,000 円 人件費 0 円

西本　東司 100,000 円 家屋費 0 円

池田　國雄 100,000 円   選挙事務所費 0 円

古谷　豊 100,000 円   集合会場費 0 円

福田　誠一 100,000 円 通信費 0 円

井橋　吉一 30,000 円 交通費 4,000 円

指田　幸次 30,000 円 印刷費 1,858,892 円

青柳　優 30,000 円 広告費 1,253,711 円

藤本　祐一郎 30,000 円 文具費 75,682 円

清水　秀逸 100,000 円 食糧費 0 円

長谷部　健一 100,000 円 休泊費 0 円

豊田　克己 30,000 円 雑費 7,942 円

小西　心太郎 30,000 円

牛山　信康 30,000 円

浅井　浩雄 30,000 円

杉山　秀一 100,000 円

木串　勝男 30,000 円

石関　茂 50,000 円

望月　とみ江 30,000 円

田村　研二 30,000 円

田村　浅江 50,000 円

徳岡　佳洋 30,000 円

小澤　博 30,000 円

祝原　博 50,000 円

根津　孝明 30,000 円

その他の寄附 54件 575,000 円

その他の収入 3,000,000 円

今回計 4,895,000 円 今回計 3,200,227 円

総計 4,895,000 円 総計 3,200,227 円

262,500 円

462,000 円

1,134,392 円

160,164 円

202,192 円

193,105 円

2,414,353 円

会社役員

会社役員

会社役員

期間

日本維新の会谷古宇　勘司

山田　治夫

会社役員

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

会社役員

会社役員

会社役員

会社役員

会社役員

会社役員

税理士

会社役員

会社役員

会社役員

自営業

会社役員

自営業

自営業

会社役員

会社役員

主婦

会社役員

会社役員

無職

会社役員

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第４区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２４，４４２，５００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月19日から

出納責任者氏名 12月18日まで

収入 支出

人件費 181,618 円

家屋費 476,813 円

  選挙事務所費 476,813 円

  集合会場費 0 円

通信費 1,300 円

交通費 120,487 円

印刷費 1,991,554 円

広告費 2,158,885 円

文具費 93,171 円

食糧費 99,707 円

休泊費 59,100 円

雑費 112,606 円

その他の収入 2,895,226 円

今回計 2,895,226 円 今回計 5,295,241 円

総計 2,895,226 円 総計 5,295,241 円

262,500 円

462,700 円

1,119,354 円

160,164 円

202,192 円

193,105 円

2,400,015 円

期間

日本維新の会青柳　仁士

関口　大介

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月26日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月25日から

出納責任者氏名 12月29日まで

収入 支出

主たる寄附

10,000,000 円 人件費 1,873,324 円

家屋費 1,048,812 円

  選挙事務所費 1,048,812 円

  集合会場費 0 円

通信費 17,054 円

交通費 4,700 円

印刷費 1,433,200 円

広告費 818,493 円

文具費 16,488 円

食糧費 285,308 円

休泊費 0 円

雑費 33,022 円

今回計 10,000,000 円 今回計 5,530,401 円

総計 10,000,000 円 総計 5,530,401 円

262,500 円

462,700 円

708,000 円

0 円

188,000 円

0 円

1,621,200 円

期間

自由民主党今村　真由子

今村　芳子

自由民主党埼玉県第四選挙区支部

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月26日から

出納責任者氏名 12月15日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 42,370 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 21,288 円

その他の収入 63,658 円

今回計 63,658 円 今回計 63,658 円

総計 63,658 円 総計 63,658 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

無所属小笠原　洋輝

小笠原　輝彦

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月26日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月16日から

出納責任者氏名 12月16日まで

収入 支出

主たる寄附

近藤　信子 120,000 円 人件費 360,000 円

山本　浩 120,000 円 家屋費 152,000 円

岩崎　公夫 120,000 円   選挙事務所費 152,000 円

193,570 円   集合会場費 0 円

通信費 40,000 円

交通費 0 円

印刷費 599,260 円

広告費 220,000 円

文具費 0 円

食糧費 1,570 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 553,570 円 今回計 1,372,830 円

総計 553,570 円 総計 1,372,830 円

83,100 円

137,920 円

378,240 円

80,000 円

140,000 円

0 円

819,260 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

団体職員

団体職員

期間

日本共産党桜井　晴子

森　光子

日本共産党埼玉西部東地区委員会

団体職員

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月1日から

出納責任者氏名 12月22日まで

収入 支出

主たる寄附

民主党 5,000,000 円 人件費 462,000 円

3,000,000 円 家屋費 96,000 円

  選挙事務所費 96,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 746,380 円

交通費 97,938 円

印刷費 5,857,522 円

広告費 1,035,914 円

文具費 76,981 円

食糧費 518,502 円

休泊費 66,400 円

雑費 157,652 円

今回計 8,000,000 円 今回計 9,115,289 円

総計 8,000,000 円 総計 9,115,289 円

262,500 円

462,700 円

1,119,354 円

131,250 円

0 円

0 円

1,975,804 円

期間

民主党神風　英男

神風　真由美

民主党埼玉県第４区総支部

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第５区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２４，３９８，４００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月8日から

出納責任者氏名 12月27日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 855,800 円

家屋費 788,724 円

  選挙事務所費 788,724 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 167,543 円

印刷費 1,731,650 円

広告費 475,461 円

文具費 82,206 円

食糧費 112,368 円

休泊費 616,400 円

雑費 471,128 円

その他の寄附 1件 10,000 円

今回計 5,010,000 円 今回計 5,301,280 円

総計 5,010,000 円 総計 5,301,280 円

262,500 円

462,700 円

899,000 円

53,550 円

193,725 円

23,625 円

1,895,100 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

民主党枝野　幸男

枝野　佐智子

民主党

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

1月7日から

出納責任者氏名 1月9日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 275,439 円

交通費 174,102 円

印刷費 110,250 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 500 円

今回計 0 円 今回計 560,291 円

前回計 5,010,000 円 前回計 5,301,280 円

総計 5,010,000 円 総計 5,861,571 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

民主党枝野　幸男

枝野　佐智子

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月21日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月1日から

出納責任者氏名 12月16日まで

収入 支出

主たる寄附

1,428,262 円 人件費 540,000 円

豊田　良江 120,000 円 家屋費 60,000 円

伊島　將夫 120,000 円   選挙事務所費 60,000 円

流石　浩 120,000 円   集合会場費 0 円

西槇　敏子 120,000 円 通信費 24,000 円

嶋谷　時子 60,000 円 交通費 4,300 円

印刷費 1,089,200 円

広告費 187,650 円

文具費 6,000 円

食糧費 48,000 円

休泊費 0 円

雑費 9,112 円

今回計 1,968,262 円 今回計 1,968,262 円

総計 1,968,262 円 総計 1,968,262 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

無職

無職

期間

日本共産党大石　豊

金子　孝重

日本共産党さいたま地区委員会

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

無職

会社員

無職

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月6日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 100,000 円

広告費 39,900 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の収入 139,900 円

今回計 139,900 円 今回計 139,900 円

総計 139,900 円 総計 139,900 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

期間

日本未来の党藤島　利久

藤島　利久

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月15日から

出納責任者氏名 12月20日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 192,000 円

家屋費 150,000 円

  選挙事務所費 150,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 1,240,785 円

広告費 328,164 円

文具費 0 円

食糧費 141,808 円

休泊費 0 円

雑費 11,220 円

今回計 5,000,000 円 今回計 2,063,977 円

総計 5,000,000 円 総計 2,063,977 円

257,250 円

459,375 円

524,160 円

160,164 円

168,000 円

0 円

1,568,949 円

期間

自由民主党牧原　秀樹

牧原　秀樹

自由民主党埼玉県第５選挙区支部

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第６区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２５，５３５，８００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月27日から

出納責任者氏名 12月15日まで

収入 支出

主たる寄附

南條　希利 72,000 円 人件費 1,196,100 円

家屋費 529,000 円

  選挙事務所費 529,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 640 円

交通費 268,682 円

印刷費 1,435,600 円

広告費 518,250 円

文具費 29,545 円

食糧費 6,538 円

休泊費 290,100 円

雑費 21,922 円

その他の収入 2,628,613 円

今回計 2,700,613 円 今回計 4,296,377 円

総計 2,700,613 円 総計 4,296,377 円

172,500 円

462,700 円

800,400 円

160,164 円

0 円

0 円

1,595,764 円

会社役員

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本維新の会磯村　健治

南條　善範

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月18日から

出納責任者氏名 12月20日まで

収入 支出

主たる寄附

8,000,000 円 人件費 0 円

家屋費 1,099,739 円

  選挙事務所費 960,599 円

  集合会場費 139,140 円

通信費 800 円

交通費 0 円

印刷費 1,071,820 円

広告費 584,100 円

文具費 21,733 円

食糧費 10,587 円

休泊費 0 円

雑費 207,175 円

その他の寄附 48件 100,000 円

今回計 8,100,000 円 今回計 2,995,954 円

総計 8,100,000 円 総計 2,995,954 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月27日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

幸福実現党院田　浩利

須永　利江

幸福実現党

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

1月4日から

出納責任者氏名 1月18日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 10,043 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 11,998 円

その他の収入 133,680 円

今回計 133,680 円 今回計 22,041 円

前回計 8,100,000 円 前回計 2,995,954 円

総計 8,233,680 円 総計 3,017,995 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年2月1日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

期間

幸福実現党院田　浩利

須永　利江
第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月22日から

出納責任者氏名 12月29日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 0 円

2,000,000 円 家屋費 839,750 円

塩浦　綾子 50,000 円   選挙事務所費 839,750 円

加藤　博也 50,000 円   集合会場費 0 円

200,000 円 通信費 1,500,644 円

黒田　浩次 50,000 円 交通費 0 円

100,000 円 印刷費 2,217,900 円

田島　照幸 50,000 円 広告費 298,192 円

50,000 円 文具費 21,285 円

50,000 円 食糧費 50,212 円

50,000 円 休泊費 0 円

100,000 円 雑費 874,398 円

100,000 円

中根　敏夫 100,000 円

金子　奉義 100,000 円

50,000 円

石井　英一 30,000 円

30,000 円

村木　幸平 30,000 円

羽鳥　てる子 30,000 円

細田　保 30,000 円

その他の寄附 46件 451,000 円

今回計 8,701,000 円 今回計 5,802,381 円

総計 8,701,000 円 総計 5,802,381 円

262,500 円

462,700 円

525,000 円

33,000 円

202,192 円

63,000 円

1,548,392 円

埼玉県社会保険労務士政治連盟

会社役員

民主党埼玉県第６区総支部

民主党

農業

団体職員

社会保険労務士

全日本分権自治フォーラム

無職

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

社会保険労務士

会社役員

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

埼玉県薬剤師連盟

期間

民主党大島　　敦

徳尾　裕久

全国社会保険労務士政治連盟

税理士

会社経営

会社経営

埼玉県税理士政治連盟

埼玉県不動産政治連盟

日本商工連盟

日本新聞販売協会政治連盟

日本弁理士政治連盟

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月21日から

出納責任者氏名 3月4日まで

収入 支出

人件費 583,850 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 338,795 円

交通費 0 円

印刷費 79,800 円

広告費 64,050 円

文具費 0 円

食糧費 6,904 円

休泊費 0 円

雑費 32,786 円

今回計 0 円 今回計 1,106,185 円

前回計 8,701,000 円 前回計 5,802,381 円

総計 8,701,000 円 総計 6,908,566 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年3月7日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

期間

民主党大島　　敦

徳尾　裕久
第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月30日から

出納責任者氏名 12月26日まで

収入 支出

主たる寄附

200,000 円 人件費 0 円

鎌田　康明 30,000 円 家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 167,370 円

広告費 59,430 円

文具費 0 円

食糧費 64,085 円

休泊費 0 円

雑費 4,585 円

その他の寄附 2件 40,000 円

その他の収入 25,470 円

今回計 295,470 円 今回計 295,470 円

総計 295,470 円 総計 295,470 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

日本共産党埼玉中部地区委員会

無職

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本共産党戸口　佐一

森島　岐代子

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月15日から

出納責任者氏名 12月25日まで

収入 支出

主たる寄附

200,000 円 人件費 2,184,890 円

神田　　健 30,000 円 家屋費 1,014,068 円

福島　忠夫 30,000 円   選挙事務所費 1,014,068 円

50,000 円   集合会場費 0 円

50,000 円 通信費 2,800 円

50,000 円 交通費 83,931 円

藤倉　　勉 100,000 円 印刷費 1,859,100 円

錦織　進也 30,000 円 広告費 1,198,155 円

100,000 円 文具費 17,365 円

日本商工連盟 30,000 円 食糧費 302,300 円

竹内　行雄 30,000 円 休泊費 0 円

100,000 円 雑費 433,027 円

金井　　久 30,000 円

200,000 円

200,000 円

岡地　　優 農業 90,000 円

清友会 50,000 円

埼玉県医師連盟 250,000 円

川村　和久 30,000 円

金子　　登 自営業 30,000 円

200,000 円

200,000 円

石井　孝司 30,000 円

川本　武彦 100,000 円

矢島　忠寿 30,000 円

根岸　高治 無職 30,000 円

滝澤　すみ子 無職 30,000 円

その他の寄附 54件 610,000 円

その他の収入 1,911,784 円

今回計 4,821,784 円 今回計 7,095,636 円

総計 4,821,784 円 総計 7,095,636 円

262,500 円

462,700 円

1,133,900 円

144,000 円

120,752 円

150,000 円

2,273,852 円

会社社長

会社社長

会社社長

会社社長

埼玉県トラック政治連盟

北足立郡市医師連盟

上尾市医師連盟

埼玉県歯科医師連盟

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

日販協政治連盟

会社社長

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

会社社長

埼玉県不動産政治連盟

獣医師

全日本不動産政治連盟

埼玉県接骨師政治連盟

会社役員

会社社長

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額 選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

期間

自由民主党中根　一幸

三上　君公

埼玉県薬剤師連盟

北本市議会議員

北足立歯科医師連盟

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

1月9日から

出納責任者氏名 1月17日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 87,868 円

  選挙事務所費 87,868 円

  集合会場費 0 円

通信費 112,014 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 26,880 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の収入 226,762 円

今回計 226,762 円 今回計 226,762 円

前回計 4,821,784 円 前回計 7,095,636 円

総計 5,048,546 円 総計 7,322,398 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

個人演説会の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月29日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

期間

自由民主党中根　一幸

三上　君公
第２回分 



公職の候補者の選挙運動に関する収支報告書要旨 

 

１ 選挙の種類  平成２４年１２月１６日執行  衆議院小選挙区選出議員選挙（埼玉県第７区） 

 

２ 公職選挙法の規定による選挙運動に関する支出金額の制限額（法定選挙運動費用額） 

 

                                              ２５，３２７，６００ 円 

 

３ 報告書の要旨 

 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月4日から

出納責任者氏名 12月29日まで

収入 支出

主たる寄附

4,568,000 円 人件費 1,428,825 円

家屋費 168,000 円

  選挙事務所費 168,000 円

  集合会場費 0 円

通信費 2,000 円

交通費 0 円

印刷費 1,832,306 円

広告費 596,405 円

文具費 34,076 円

食糧費 184,010 円

休泊費 0 円

雑費 1,096 円

その他の収入 52,253 円

今回計 4,620,253 円 今回計 4,246,718 円

総計 4,620,253 円 総計 4,246,718 円

245,000 円

462,000 円

1,125,306 円

159,000 円

200,000 円

190,000 円

2,381,306 円

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

自由民主党神山　佐市

神山　一明

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

自由民主党埼玉県第七選挙区支部

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月30日から

出納責任者氏名 1月31日まで

収入 支出

人件費 0 円

家屋費 320,356 円

  選挙事務所費 320,356 円

  集合会場費 0 円

通信費 168,855 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 1,775,630 円

文具費 0 円

食糧費 490,000 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 0 円 今回計 2,754,841 円

前回計 4,620,253 円 前回計 4,246,718 円

総計 4,620,253 円 総計 7,001,559 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年2月5日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

期間

自由民主党神山　佐市

神山　一明
第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月18日から

出納責任者氏名 12月25日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 352,000 円

52,773 円 家屋費 1,659,800 円

  選挙事務所費 1,659,800 円

  集合会場費 0 円

通信費 186,568 円

交通費 38,020 円

印刷費 2,137,205 円

広告費 1,450,012 円

文具費 7,126 円

食糧費 101,583 円

休泊費 401,600 円

雑費 927,967 円

今回計 5,052,773 円 今回計 7,261,881 円

総計 5,052,773 円 総計 7,261,881 円

262,500 円

461,600 円

932,602 円

160,164 円

202,192 円

190,050 円

2,209,108 円

未来政策研究会

国民の生活が第一

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月25日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本未来の党小宮山　泰子

有本　和雄
第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月27日から

出納責任者氏名 12月27日まで

収入 支出

主たる寄附

159,339 円 人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 159,339 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 0 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 159,339 円 今回計 159,339 円

前回計 5,052,773 円 前回計 7,261,881 円

総計 5,212,112 円 総計 7,421,220 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

ポスターの作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年1月15日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本未来の党小宮山　泰子

有本　和雄

未来政策研究会

第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

10月11日から

出納責任者氏名 12月27日まで

収入 支出

主たる寄附

5,000,000 円 人件費 1,373,000 円

100,000 円 家屋費 1,479,333 円

200,000 円   選挙事務所費 1,146,683 円

100,000 円   集合会場費 332,650 円

30,000 円 通信費 2,830 円

勇政会 30,000 円 交通費 111,091 円

印刷費 2,373,112 円

広告費 702,903 円

文具費 118,171 円

食糧費 187,469 円

休泊費 36,200 円

雑費 1,817,393 円

その他の寄附 14件 134,000 円

その他の収入 219,262 円

今回計 5,813,262 円 今回計 8,201,502 円

総計 5,813,262 円 総計 8,201,502 円

261,800 円

460,600 円

1,112,940 円

159,900 円

200,000 円

193,000 円

2,388,240 円

藤和会

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

民主党嶋田　智哉子

森川　国雄

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月31日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

川越市医師連盟

埼玉県不動産政治連盟

日本歯科技工士連盟

民主党本部

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月26日から

出納責任者氏名 12月15日まで

収入 支出

主たる寄附

87,000 円 人件費 360,000 円

山岸　彬 無職 40,000 円 家屋費 63,000 円

田中　昭雄 無職 120,000 円   選挙事務所費 63,000 円

高荷　英治 無職 120,000 円   集合会場費 0 円

西城　千枝子 無職 120,000 円 通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 0 円

広告費 24,000 円

文具費 6,526 円

食糧費 35,033 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

その他の収入 1,559 円

今回計 488,559 円 今回計 488,559 円

総計 488,559 円 総計 488,559 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本共産党長沼　チネ

石川　千代子

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

日本共産党埼玉西部地区委員会

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

第１回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

12月16日から

出納責任者氏名 12月16日まで

収入 支出

主たる寄附

853,125 円 人件費 0 円

家屋費 0 円

  選挙事務所費 0 円

  集合会場費 0 円

通信費 0 円

交通費 0 円

印刷費 789,075 円

広告費 64,050 円

文具費 0 円

食糧費 0 円

休泊費 0 円

雑費 0 円

今回計 853,125 円 今回計 853,125 円

前回計 488,559 円 前回計 488,559 円

総計 1,341,684 円 総計 1,341,684 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

0 円

日本共産党埼玉西部地区委員会

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成25年2月22日 第２回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

(寄附額)（氏名・団体名） (職業)

期間

日本共産党長沼　チネ

石川　千代子
第２回分 



候補者氏名
候補者届出政党
又は所属党派

11月20日から

出納責任者氏名 12月27日まで

収入 支出

人件費 273,600 円

家屋費 1,131,907 円

  選挙事務所費 1,131,907 円

  集合会場費 0 円

通信費 1,410 円

交通費 12,000 円

印刷費 1,850,506 円

広告費 3,004,486 円

文具費 51,151 円

食糧費 25,905 円

休泊費 0 円

雑費 185,577 円

その他の収入 4,134,844 円

今回計 4,134,844 円 今回計 6,536,542 円

総計 4,134,844 円 総計 6,536,542 円

262,500 円

462,700 円

1,125,306 円

159,000 円

202,192 円

190,000 円

2,401,698 円

個人演説会の立札及び看板の類の作成

ポスターの作成

選挙運動用自動車等の立札及び看板の類の作成

選挙事務所の立札及び看板の類の作成

報告書受理年月日

金　　額

平成24年12月28日 第１回報告分

　　支出のうち公費
　　負担相当額

計

項　　目

選挙運動用通常葉書の作成

ビラの作成

期間

日本維新の会矢口　健一

関頭　広晃
第１回分 
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